
シニアメイト通信 第 26 号
独自の技術と経験をもとに様々なご提案をしている富士通パートナー「富士テレコム」。お役立ち情報を皆様にお届けいたします。

　介護者支援の活動として介護家族会を運営していま
すが、長年介護をしている方でも意外と介護保険制度
の基本的なことを知らないことがよくあります。
　特に高齢の介護者の場合、サービスは長年利用して
いても制度をよく知らないままで、そのために様々な勘
違いをされたり、事業所に不信感を持たれたりしている
こともあります。
　その原因の一つに最初に介護保険制度について説
明を受けていないことがあります。介護申請したからと
言って、制度を十分に知っているとは言えません。
　家族の介護が大変になって、地域包括支援センター
や役所等に相談すると「それなら介護申請をしてくださ
い」ということになって申請します。認定されて利用する
際にサービスの説明は受けても、制度の仕組みや目的
など大切なことの説明は省略されてしまうことが多いか
らです。事業者にはケアマネジャーがサポートするので
介護者が制度のことをよく知らなくても問題ないという
思い込みがあるように感じます。
　けれど介護保険の趣旨やサービスの目的など基本的
なことを理解していないために見当違いの不満を持って
おられる方がいます。
　「２人家族なのに、あのヘルパーは妻の食事しか作っ
てくれないから不親切だ」「ショートステイに行くと
（ADLが向上して）ベッドに寝ていてくれないので困る」
「要介護度が下がるとサービスが使えなくなるので、リ
ハビリはさせたくない」「利用者負担の金額が3割に値
上げになるからサービスは利用できない」「廊下やお風
呂の掃除をする掃除担当がいるのに自室の部屋の掃除
はしてくれない」など。
　このような誤解から職員に関して間違った評価をした
り、サービスや事業所に対して不満を持ったり、利用を
控えたりすることになります。理由のわからない不信感
を感じることはないでしょうか。

　入居者ご本人、ご家族がホーム・施設に入居後の生活の
イメージが分かり、「入居のしおり」をつくることを、具体的に一
つの事例（ホーム・施設によって異なります）でご紹介します。
1）ご入居されてからの生活
１日の流れ…起床・モーニングケア、朝食、昼食、アクティビ
ティ、入浴、夕食、共用部の消灯（各居室の消灯はご自由）、就
寝準備など

2）健康管理
かかりつけ医が月2回以上往診し、診察・健康管理を行います。

3）施設内の共用部などの開設時間
事務室の業務及び面談室、茶室・サンルーム、医務室（静養
室）、洗濯室、健康診断、往診等　
※なお、閉門は21:00としますが、以降インターホーンによ
る外来受付をご利用ください。

4）月額利用料の請求について
・月額利用料について…月額利用料は先払い。
・月額利用料とは別に毎月請求するもの（その他利用料
の請求）
①介護報酬利用者負担額・夜間看護体制加算（自立・要支援
の方は対象外）など

②その他、ご入居者のために立替えた費用
※これらの費用は、毎月末締切で集計して翌月に請求。
5）ご入居者にお願いすること
・保険証等…保険証は、ご自身で保管いただくか、状況によりお預
かりいたします。現金・貴金属類等は、原則としてお預かりいたし
ません。
・外出・外泊、欠食の届出等
6）サービスのご利用
郵便物の取扱い、買い物・役所手続きのお手伝い、クリーニン
グのご利用、送迎サービスのご利用
7）ご訪問とご宿泊
・訪問時間…ご訪問時間はご自由です。（施錠後は事前に連絡）
・ご来訪者の宿泊…ご本人様の居室で宿泊。寝具の使用料は実費
・ご訪問者の食事の予約
8）その他
ご家族の行事への参加は自由ですが、準備の都合上、前もっ
てご連絡頂く場合もございます。

① 入居後の「入居のしおり」 ② 介護サービス利用前の制度説明の重要さ〈１〉
◆ 今月のお役立ちテーマ ◆



【お問い合わせ先】  富士テレコム株式会社
ヘルスケア営業部 第二営業課

TEL ０３-３９６２-０２２２　担当者　 植村・山下・小野寺・沼野
E-Mail　seniormate-communication@fujitelecom.co.jp

高齢者関連情報高齢者関連情報高齢者関連情報

■「シニアメイト SaaS」 業務フローチャト」

ご興味ご関心等ございましたら、お気軽にご相談くださいませ！


